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令和７年度 ５月期区長会報告 

日 時 ５月８日（木）１５：００～１６：０５ 

場 所 古賀市役所第２庁舎５階５０１・５０２・５０３会議室 

参加者 行政区長４５名 

市 まちづくり推進課長、まちづくり推進課係長、まちづくり推進課業務主査、まちづ

く り推進課主事 

欠席者 行政区長１名 

１．会長挨拶 

 

２．市長挨拶 

  市長は公務のため欠席。 

 

３．報告事項 

担当課から説明あり 

①「生活支援コーディネーター及び地域支えあいネットワーク通信 vol.１９」について 

                                    報告者：福祉課 

地域支えあいネットワークづくり推進業務を担う生活支援コーディネーターの紹介。 

詳細は別紙のとおり。 

 

②令和７年度ヘルス・ステーションに関する書類について        報告者：健康介護課 

現時点では３行政区から補助金申請いただいている。 

詳細は別紙のとおり。 

 

③令和８年度道路環境美化について                    報告者：建設課 

令和８年度以降の道路環境美化は、後日回収へ変更する。 

  （区長） 

   回収場所は２０か所でもいいのか。 

（回答） 

   基本的には数が少ない方がいいのだが、トラックで積み込みしている場所を想定している。 

   公園や集会所、道路の脇など安全に置ける場所を別紙地図にご記入の上、提出願う。 

  （区長） 

   市のトラック配車がなくなれば、地域で軽トラや一輪車を何台も借りなくてはならない。運ぶ作

業が３～５倍になると思うが、どう考えているのか。地元に押し付けるのか。 

（回答） 

日曜の配車について業者の働き方改革であったり、ご希望の台数や時間帯に配車できなかったり

と調整が難しくなっている。後日回収方式にすることで、当日の待ち時間が解消されることも見

込める。 

（区長） 
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実際に道路環境美化の現場を見たことはあるか。地域に押し付けることなく、来年から方式を変

更できると思っているのか。 

（回答） 

全ての行政区ではないが、地元の方が大変な思いをして草刈りや土を取ったりしているのは毎回

見ている。後日回収することによって改善できることもあるので、持続可能な環境美化になるよ

う試行錯誤で進めている。様々なご意見を伺いたいと思う。 

（区長） 

後日回収にすることで、ずいぶんと楽になると思うので進めていただきたい。 

秋の道路環境美化で経験してみようと思う。 

添付されている地図はおおまかな場所しか記入できないと思うが、この地図で大丈夫か。 

（回答） 

まずは添付の地図にご記入いただき、内容を確認させていただく。 

（区長） 

現在、トラックを３台配車して、みんなで積み込みをしているが、今後は収集した草木は山積み

しておけば後日回収してくれるという理解でいいか。 

（回答） 

草木はビニル袋に入れていただきたい。 

（区長） 

４トン車３台分なので、ビニル袋に入れられる量ではない。 

（回答） 

状況を確認のうえ、個別に相談させていただく。 

（区長） 

当日トラックに積み込めなかった分は回収してもらえるのか。何度もトラックが往復するのか。 

（回答） 

そのとおり。後日にはなるが、ビニル袋にいれて回収場所に置いて頂ければ業者が回収する。木

の場合はビニル袋に入れなくていい。 

（区長） 

地図が古いようなので、新しくしてほしい。 

（回答） 

承知した。 

（区長） 

ビニル袋は市が補助してくれるという理解でいいか。 

（回答） 

そのとおり。ビニル袋の種類については現在検討中。 

（区長） 

現在トラック配車は３か所だが、５か所に増やしてもいいのか。 

（回答） 

可能である。 
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（区長） 

建設課から４５リットルの袋、公園管理センターからは７０リットルの袋をもらった。来年度は

何リットルの袋をもらえるのか。 

（回答） 

公園管理センターのビニル袋も確認し、何リットルにするか検討する。 

（区長） 

草木を集めた日から２、３日程度で回収していただけるのか。 

（回答） 

我々も道路管理者の立場なのですぐ回収したいところではあるが、２、３日程度での回収は厳し

く、１週間程度を想定している。 

（区長） 

後日回収できる地域とできない地域があると思う。１週間も置いていたらカラスが来るだろうし、

草木を集めて置く場所が道路になるところは、人も車も通れない。後日回収できないところは、

道路環境美化を実施しない可能性も出てくると思う。全行政区一斉に後日回収に変更するのか。 

（回答） 

古賀市は４００キロくらい道路があり、地域の皆様と一緒に管理させていただいているところで

ある。中には道が狭いところしかない行政区もあると思うので、状況を確認して工夫できないか

検討させていただきたい。 

（区長） 

道路環境美化の日というのはどうやって決めるのか。 

（回答） 

来年度は今年度と同様、春と秋で５月と１０月を考えている。今までのように何月何日から何日

までという期間の区切はないので、行政区で日程を決めていただくことになる。 

 

④古賀市地域づくりサポート制度について             報告者：まちづくり推進課 

詳細は別紙のとおり。 

 

⑤自治会の広報活動に関するアンケート調査ご協力のお願いについて 報告者：まちづくり推進課 

詳細は別紙のとおり。 

 

⑥古賀市コミュニティ活動災害補償制度について（ご案内）     報告者：まちづくり推進課 

  （区長） 

   補償内容が下がっている理由は。 

（回答） 

 今までの実績を鑑みて見直しを行った結果、一部金額の減額とスポーツ団体が行う活動が対象外

となった。 

（区長） 

スポーツの件は分かったが、いくらコストダウンとなるのか。 
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（回答） 

具体的な金額は現時点ではわからないが、例年の契約金額よりかは少し下がっている。 

（区長） 

どれくらい下がっているのか。数字を教えてほしい。 

（区長） 

次回の区長会でいいので教えてほしい。 

（回答） 

承知した。 

（区長） 

すでに５月１日から変更になっているということか。 

（回答） 

内容変更は、令和７年５月１日１６時を過ぎて起こった事故から適用される。 

（区長） 

今回は変更になったという報告であり、我々が意見を言って変えることはできないと思うが。 

（回答） 

すでに今年度の申込が完了しており、今回報告させていただいたというかたちになる。 

（区長） 

このような変更のお知らせの仕方でいいのか。結構大事なことなのでは。 

（区長） 

今回のように内容が変更となる場合は、それに対して何かしら対策の提示が必要だと思う。例え

ば各個人で保険に入るように提示したりなど。 

（回答） 

例年、コミュニティ保険については５月期区長会で周知していたことから、今回もこのタイミン 

グで周知させていただいた。今回制度の変更後のお知らせになってしまったことはお詫び申し上 

げる。 

（区長） 

区長が反対してもどうなるものではないと思うが。 

我々が死亡保障金額について１，０００万円のままにしてくれと言っても契約済みならいくら意 

見を言っても一緒である。個人で保険に入っている場合は、その補償を使ってもらうなどしたら 

いいのでは。市も予算が無いため、この内容で契約したということだと思うので、仕方ない。 

（回答） 

過去の実績に基づいて、今回一部内容を変更したうえで契約したが、事前に説明がなかったこと

についてお詫び申し上げる。今後、制度の変更等がある場合は事前に説明することを徹底したい。 

（区長） 

補償内容が変更になったことによって、何か補うものを提示していただきたい。 

（回答） 

来月の区長会で報告させていただきたい。 
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⑦古賀市委嘱事務に係る災害補償制度について（ご案内）      報告者：まちづくり推進課 

詳細は別紙のとおり。 

 

⑧古賀市まちづくり出前講座について（ご案内）          報告者：まちづくり推進課 

詳細は別紙のとおり。 

 

４．決議事項 

令和７年度古賀市行政区長会の事業計画・予算（案）について       報告者：まちづくり推進課 

詳細は別紙のとおり。 

賛成多数で承認。 

 

５．その他 

・令和６年度古賀市避難行動要支援者同意者リストご持参のお願い（福祉課） 

・行政区長会選出委員について 

・５月の文書配布について 

  ・自治会加入促進チラシについて 

・次回区長会について 

  ６月９日（月）市役所５０１・５０２・５０３会議室にて開催する。 

  当日は、１５時～定例区長会、１６時～自主防災組織連絡協議会全体会議。 

・令和７年度度自治会統合型交付金の申請について 

  ５月３０日（金）が提出期限となっているので提出願う。 

  ・区長会終了後、古賀市社会福祉協議会から会員募集の説明会及び校区代表区長会を開催 

 


